
目

次

告

示

○
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
保
全
課
）
…
一

○
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
に
よ
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
及
び
業
務
従

事
者
講
習
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
一

○
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

○
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
漁
獲
共
済
加
入
義
務
の
発
生
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
三

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
六

○
二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
六

雑

報

○
青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
市
町
村
課
）
…
六

正

誤

○
令
和
四
年
四
月
八
日
及
び
令
和
四
年
五
月
二
十
日
定
例
告
示
中
qqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
八

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の

十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
が
地
下
に
あ
る
土
地
に
係
る
指
定
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

名

称

埋

立

地

の

区

分

指

定

区

域

鰺
ケ
沢
一
般
廃
棄

物
最
終
処
分
場
指

定
区
域

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年

政
令
第
三
百
号
）
第
十
三
条
の
二

第
一
号
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清

掃
に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
三
第

十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
法
第
九
条
第
五
項
の
確

認
を
受
け
て
廃
止
さ
れ
た
一
般
廃

棄
物
の
最
終
処
分
場
）

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
赤
石

町
字
大
和
田
三
一
の
一
の
一
部

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
研
修
（
以
下
「
研
修
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
業

務
従
事
者
に
対
す
る
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

主
催
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
港
区
新
橋
六
丁
目
八
の
二

青
森
県
報
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第
四
百
七
十
六
号

令
和
四
年六

月
二
十
四
日

（
金
曜
日
）



公
益
財
団
法
人
全
国
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

二

研
修
及
び
講
習
の
名
称

１

研
修

㈠

令
和
四
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
一
型
）

㈡

令
和
四
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
研
修
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

令
和
四
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
一
型
）

㈡

令
和
四
年
度
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
従
事
者
講
習
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

三

開
催
日
時
及
び
場
所
（
第
一
型
）

１

研
修

日

時

場

所

令
和
四
年
九
月
四
日
（
日
）

午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
う
ち
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
に
基
づ
く
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理

責
任
者
の
資
格
を
得
る
た
め
の
講
習
（
以
下

「
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格

取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
の
科
目
は
、
午
前

一
〇
時
か
ら
正
午
ま
で
）

青
森
市
堤
町
一
丁
目
一
の
二
三

ホ
テ
ル
青
森

２

講
習

日

時

場

所

令
和
四
年
九
月
四
日
（
日
）

午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

青
森
市
堤
町
一
丁
目
一
の
二
三

ホ
テ
ル
青
森

四

受
講
対
象
者

１

研
修

㈠

原
則
と
し
て
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
師
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
の
業
務
に
従
事
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
の
う
ち

第
一
型
研
修
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信
制
）
）

２

講
習

㈠

原
則
と
し
て
青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ

ン
グ
業
務
に
従
事
す
る
者
（
第
一
型
）

㈡

青
森
県
内
に
所
在
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
所
又
は
無
店
舗
取
次
店
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
務
に

従
事
す
る
者
の
う
ち
第
一
型
講
習
を
都
合
に
よ
り
受
講
で
き
な
い
者
（
第
二
型
（
通
信

制
）
）

五

受
講
申
込
書
の
提
出
先

青
森
市
堤
町
二
丁
目
一
六
の
一
一

理
容
会
館
一
階

公
益
財
団
法
人
青
森
県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー

六

受
講
料

１

研
修
受
講
料

㈠

五
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
ま
な
い
も
の
）

㈡

八
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
を
含
む
も
の
）

㈢

三
千
円
（
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
資
格
取
得
講
習
の
み
の
も
の
）

２

講
習
受
講
料

四
千
五
百
円

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

昭
和
五
十
年
九
月
六
日
青
森
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
加
入
区
の
設

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

二
の
表
尻
労
区
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

尻
労
区
域

尻
労
漁
業
協
同
組
合
の
地
区

１

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁
船
に
よ
り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し
て
い
か
つ
り
漁
業
、
主
と
し
て
一
本

釣
漁
業
、
主
と
し
て
刺
網
漁
業
及
び
主
と
し
て
篭
漁
業

２

底
建
網
漁
業

３

さ
け
・
ま
す
定
置
漁
業
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青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定
す
る

要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

区

域

区

分

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

元
宇
鉄
五
四

木
村

宇
一
郎

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

宇
鉄
沢
二
八
の
六

三
浦

正
義

三
厩
区
域

三
厩
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
一
本
釣
漁
業

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

六
條
間
三
六
の
四

岡
本

京
一

東
津
軽
郡
外
ヶ
浜
町
字
三

六
條
間
三
七
川
村

常
道

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
は
え
な
わ
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
横
磯
字
下
岡
崎
四
八
の
一

佐
藤

一
文

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
岡
崎
三
四
〇
の
二

三

岩
根

孝
夫

深
浦
区
域

深
浦
漁
業
協
同

組
合
の
地
区

総
ト
ン
数
十
ト
ン

未
満
の
漁
船
に
よ

り
行
う
漁
業
で

あ
っ
て
、
主
と
し

て
一
本
釣
漁
業
及

び
総
ト
ン
数
十
ト

ン
未
満
の
漁
船
に

よ
り
行
う
漁
業
と

小
型
定
置
漁
業
を

併
せ
営
む
漁
業

青
森
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
二
号
の
表
中

「

、
」

「

及
び

」

「

を
削
る
。

」

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日
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つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
弘
前
支

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
船
沢
支

店

弘
前
市
大
字
徒
町

弘
前
市
大
字
折
笠

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
十
腰
内

支
店

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
和
徳
支

店つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
薬
師
堂

支
店

弘
前
市
大
字
十
面
沢

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
三
丁
目

弘
前
市
大
字
薬
師
堂

つ
が
る
弘
前
農
業
協
同
組
合
碇
ヶ
関

支
店

平
川
市
碇
ヶ
関
河
原



―

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
の
一

代
表
取
締
役

小
林
辰
夫

令
和四･
五･二四

外
六
者

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

―

株
式
会
社
ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
の
一

代
表
取
締
役

小
林
辰
夫

令
和四･
五･二四

外
九
者

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

五

届
出
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

十
和
田
複
合
商
業
施
設

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
建
彦

２

株
式
会
社
エ
ー
ワ
ン
・
ト
ゥ

三
沢
市
大
町
一
丁
目
八
の
九

代
表
取
締
役

赤
坂
安
信

３

金
京
源

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
〇
の
二
六

４

金
英
輝

十
和
田
市
東
十
四
番
町
四
の
四
の
六

５

芙
蓉
総
合
リ
ー
ス
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
五
丁
目
一
の
一

代
表
取
締
役

辻
田
泰
徳

６

大
和
ハ
ウ
ス
リ
ア
ル
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社
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東
京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
丁
目
一
八
の
二

代
表
取
締
役

伊
藤
光
博

７

株
式
会
社

ヤ
マ
ダ
デ
ン
キ

群
馬
県
高
崎
市
栄
町
一
の
一

代
表
取
締
役

小
林
辰
夫

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模
小
売
店
舗
内

の
店
舗
面
積
の
合
計

六
、
二
一
〇
平
方
メ
ー
ト

ル

九
、
〇
八
五
平
方
メ
ー
ト

ル

令
和五･
一･二五

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
輪
場
の

位
置
及
び

収
容
台
数

一
七
八
台

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

台
数
変
更
な
し

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

荷
さ
ば
き

施
設
の
位

置
及
び
面

積

三
七
三
・
五
平
方
メ
ー
ト

ル（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

四
三
三
・
五
平
方
メ
ー
ト

ル（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

廃
棄
物
等

の
保
管
施

設
の
位
置

及
び
容
量

九
五
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

一
三
一
・
六
五
立
方
メ
ー

ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
面
の
と
お
り
）

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

大
規
模
小

売
店
舗
に

お
い
て
小

売
業
を
行

う
者
の
開

店
時
刻
及

び
閉
店
時

刻

Ａ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

（
但
し
、
年
間
十
日
間
は

午
前
五
時
）

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｂ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｃ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ｄ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ｅ
棟
開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時

Ｆ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
七
時

Ｇ
棟

Ａ
棟
、
Ｂ
棟
、
Ｃ
棟
、
Ｄ

棟
、
Ｆ
棟
、
Ｇ
棟
、
Ｈ
棟

変
更
な
し

Ｅ
棟

廃
止

Ｉ
棟
（
新
設
）

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

開
店
時
刻

午
前
十
時

閉
店
時
刻

午
後
八
時

Ｈ
棟
開
店
時
刻

午
前
十
時
三

十
分
閉
店
時
刻

午
後
七
時
三

十
分

駐
車
場
の

自
動
車
の

出
入
口
の

数
及
び
位

置

出
入
口
八
箇
所

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
の
と
お
り
）

出
入
口
七
箇
所

（
位
置
は
、
届
出
書
添
付

図
の
と
お
り
）

令
和五･
一･二五

荷
さ
ば
き

施
設
に
お

い
て
荷
さ

ば
き
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
時

間
帯

荷
さ
ば
き
施
設
①

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
②

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
③

午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時

三
十
分
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
④

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑤

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時

ま
で
荷
さ
ば
き
施
設
⑥

午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時

三
十
分
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
⑦

午
前
六
時
か
ら
午
前
九
時

三
十
分
ま
で

荷
さ
ば
き
施
設
①
、
②
、

③
、
④

変
更
な
し

荷
さ
ば
き
施
設
旧
⑤

廃
止

荷
さ
ば
き
施
設
⑤
（
旧

⑥
）
荷
さ
ば
き
施
設
⑥
（
旧

⑦
）
作
業
可
能
時
間
帯
変
更
な

し荷
さ
ば
き
施
設
⑦
（
新

設
）
午
後
六
時
か
ら
午
後
九
時

四

届
出
年
月
日

令
和
四
年
五
月
二
十
四
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
月
二
十
四
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。
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六

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

令
和
四
年
十
月
二
十
四
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
赤

川
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
（
区
画
整
理
）
）
計
画
を
変
更
し
た

の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
五
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

東
北
町
役
場

二
級
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

二
級
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

氏
名

木
村

貴
博

二

登
録
番
号

第
六
九
九
二
号

三

取
消
年
月
日

令
和
四
年
六
月
十
日

四

取
消
し
の
理
由

令
和
四
年
三
月
二
十
日
に
死
亡
し
た
こ
と
が
届
出
に
よ
り
、
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
建
築

士
法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

雑

報

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
公
告

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
同
法
施
行
規
程
第
六
十
七
条
の
二
並
び
に

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
定
款
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
三
年
度
決
算
の
要
旨
を
公
告

す
る
。令

和
四
年
六
月
二
十
四
日

青
森
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合

理
事
長

工

藤

祐

直
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正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

障

害

福

祉

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
四･
四･
八

第
四
四
五
号

告

示

第
二
四
五
号

二

上

表
中

令
和四･
四･
一
令
和四･
三･三一

令
和
四･
五･二〇

第
四
六
一
号

告

示

第
三
一
三
号

二

下

表
中

四･
九･三〇

四･
七･三一


